
別表［ユニバーサルコネクト アドバンス モバイル接続サービス Ｓタイプ］ 

 

１．ネットワークサービスの実施 

当社（以下「乙」という）は、ネットワークの利用者（以下「甲」という）に対し、第４項記載のネットワークサービス（以下「本ネットワークサービ

ス」という）を実施します。 

 

２．ネットワークサービスの概要 

本ネットワークサービスは、スマートデバイスおよびＳＩＭを、アクセス回線、アクセスポイント、ＦＥＮＩＣＳネットワークサービス用電気通信回線お

よびＦＥＮＩＣＳネットワークサービス用電気通信設備で接続することにより、甲が、スマートデバイスおよびＳＩＭカードを利用したデータ通信または音

声通話を利用できるようにするサービスです。  

 

 ユニバーサルコネクト アドバンス モバイル接続サービス Ｓタイプ 

   │ 

   ├─初期サービス 

   │ 

   ├─接続サービス 

   │ ├─ゲートウェイ利用サービス 

   │ ├─定額プランサービス（ＬＴＥ） 

   ｜ └─定額プランサービス（５Ｇ） 

│ 

└─オプションサービス 

 ├─ショートメッセージサービス（ＳＭＳ）  

 ├─海外ショートメッセージサービス（ＳＭＳ） 

 ├─海外音声通話サービス 

 ├─海外データ通信サービス 

 ├─特別サービス利用サービス 

 ├─ＡＣアダプタ提供サービス 

   ├─ＳＩＭ再発行サービス 

   ├─設定変更サービス 

   ├─利用プラン変更サービス 

   └─代替機提供サービス（スマートデバイス） 

 

３．ネットワークサービス実施の前提条件 

（１）甲と乙との間において「ユニバーサルコネクト  アドバンス 基本サービス」（以下「基本サービス」という）および「ＦＥＮＩＣＳビジネスマルチ

レイヤーコネクト／ビジネスＶＰＮアドバンス／ビジネスＶＰＮプラス／ビジネスＶＰＮ／ビジネスＩＰ／ビジネスＥｔｈｅｒｎｅｔ」の提供に関するご契

約がなされているものとします。 

（２）甲は、自己の責任と費用負担で本ネットワークサービスを利用するために必要となる甲設備を用意するものとします。  

（３）乙は、甲が本ネットワークサービスを利用するにあたり、ネットワークサービス用電気通信設備の安定稼動のために、本ネットワークサービスにより

行われる電気通信を調査することがあります。乙は、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われる乙所定の電気通信を検知し、当該電気通信

に割り当てる帯域を制御すること等により、電気通信の速度や通信量を制限することがあります。また、乙は、甲が乙所定の基準を超過したトラヒック量を

継続的に発生させることにより、ネットワークサービス用電気通信設備に過大な負荷を生じさせる行為その他その使用または運営に支障を与える場合には、

本ネットワークサービスの利用を制限することがあります。 

（４）甲は、本ネットワークサービスが、ソフトバンク株式会社（以下「ソフトバンク」という）の定める４Ｇ／５Ｇ通信サービス契約約款（ｈｔｔｐｓ：

／／ｗｗｗ．ｓｏｆｔｂａｎｋ．ｊｐ／ｍｏｂｉｌｅ／ｌｅｇａｌ／ａｒｔｉｃｌｅｓ／またはその他のソフトバンクの公開ホームページにて掲載される最

新の契約約款をいい、以下総称して「ソフトバンク契約約款」という）にもとづき提供されるものであることを承知し、本ネットワークサービスの利用にあ

たっては、本契約に合わせてソフトバンク契約約款に合意するものとします。なお、本契約とソフトバンク契約約款の内容に相違あるときには、別表におい

て明示される場合を除いて本契約が優先して適用されるものとします。また、甲は、ソフトバンク契約約款がソフトバンクにより随時変更されるものであ

り、ソフトバンク契約約款の最新の条項は甲の責任において適宜確認する必要があることを予め承知するものとします。  

（５）定額プランサービスは、ゲートウェイ利用サービスの実施を前提としたサービスです。ゲートウェイ利用サービスが終了したときには、定額プランサ

ービスは同時に終了します。なお、この場合において、第１３項に定める中途解約金が発生するときには、甲はその支払いを免れないものとします。 

（６）ゲートウェイ利用サービスおよび定額プランサービスは、乙が甲に対して当該サービスが利用可能となった旨をサービス開始通知書により通知をした

日（開通日）より、甲の利用があったものとみなし、従量払利用料金が発生するものとします。  

 

４．ネットワークサービスの内容 

（１）初期サービス 

乙は、甲が次号のサービスを利用できるようにするために、ＦＥＮＩＣＳネットワークサービス用電気通信設備およびＦＥＮＩＣＳネットワークサービス

用電気通信回線に対して、乙所定の準備作業を行います。 

 

（２）接続サービス 

乙は、ソフトバンク株式会社（以下「ソフトバンク」という）の提供する「Ｓｏｆｔｂａｎｋ  ４Ｇ ＬＴＥ」または「Ｓｏｆｔｂａｎｋ ５Ｇ 」をア

クセス回線として、以下のサービスの全部または一部を継続的に提供します。  

ａ．ゲートウェイ利用サービス 

乙は、ＦＥＮＩＣＳネットワーク用電気通信回線をＳｏｆｔｂａｎｋ ４Ｇ ＬＴＥ網または５Ｇ網と甲専用の閉域ネットワークで接続し、甲が乙の専

用ゲートウェイに接続して本ネットワークサービスを利用できる環境を提供するものとします。Ｓｏｆｔｂａｎｋ  ４Ｇ ＬＴＥ網または５Ｇ網と閉域

ネットワーク間の帯域は、１０Ｍｂｐｓ／３０Ｍｂｐｓ／５０Ｍｂｐｓ／１００Ｍｂｐｓ／２００Ｍｂｐｓ／３００Ｍｂｐｓのいずれかとします。 

ｂ．定額プランサービス（ＬＴＥ） 

ア.乙は、甲に対しスマートデバイス（乙所定の機種に限る）およびＳＩＭカードを貸与します。  

イ.乙は、ソフトバンクの提供するＳｏｆｔｂａｎｋ ４Ｇ ＬＴＥ網をアクセス回線とし、符号伝送可能な電気通信回路を用いてネットワークサービ

スを提供します。通信速度は、別途ソフトバンクが定める内容(ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｓｏｆｔｂａｎｋ．ｊｐ／ｓｕｐｐｏｒｔ／ｆａｑ／ｖｉｅｗ

／１０９９３)に準ずるものとし、送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。また、ベストエフォート方式提供

のため、実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況、ご利用端末により変化します。なお、特定のＳＩＭカードにかかる通信量が上り下り合

わせて、選択されたプランで定められた容量を超えた時点で、当該特定のＳＩＭカードにかかる通信速度は、その月末まで、上り下り共に最大１２８Ｋｂ

ｐｓに変更されるものとします。 

 
 

       品  目 
 

内  容  

 

５ＧＢプラン 

（ＳＩＭ利用タイプ） 
 

特定のＳＩＭカードにかかる通信量が上り下り合わせて５ＧＢまでデータ通信が利用可能なプラン。ＳＩＭカードの

みの提供です。 

 

２０ＧＢプラン 特定のＳＩＭカードにかかる通信量が上り下り合わせて２０ＧＢまでデータ通信が利用可能なプラン。ＳＩＭカード



（ＳＩＭ利用タイプ） 
 

のみの提供です。  

 

５０ＧＢプラン 

（ＳＩＭ利用タイプ） 
 

特定のＳＩＭカードにかかる通信量が上り下り合わせて５０ＧＢまでデータ通信が利用可能なプラン。ＳＩＭカード

のみの提供です。  

 

 

c．定額プランサービス（５Ｇ） 

ア.乙は、ソフトバンクの提供するＳｏｆｔｂａｎｋ ５Ｇ網をアクセス回線とし、符号伝送可能な電気通信回路を用いてネットワークサービスを提供   

します。通信速度は、別途ソフトバンクが定める内容(ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｓｏｆｔｂａｎｋ．ｊｐ／ｓｕｐｐｏｒｔ／ｆａｑ／ｖｉｅｗ／１０

９９３)に記載のとおりとし、送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。また、ベストエフォート方式提供の

ため、実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況、ご利用端末により変化します。なお、特定のＳＩＭカードにかかる通信量が上り下り合

わせて、選択されたプランで定められた容量を超えた時点で、当該特定のＳＩＭカードにかかる通信速度は、その月末まで、上り下り共に最大１２８Ｋ

ｂｐｓに変更されるものとします。 

 
 

       品  目 
 

内  容  

 

５０ＧＢ音声付きプラン 

（ＤＩＧＮＯ ＢＸ２） 
 

特定のＳＩＭカードにかかる通信量が上り下り合わせて５０ＧＢまでデータ通信が利用可能なプラン。ソフトバンク

が別途指定、公表する番号（以下「特別ダイヤル」という）への通話を除き、音声通話は月額料金で定額とします。

ショートメッセージサービスを利用可能です。 

本プランにて提供するスマートデバイスの仕様については、別途ソフトバンクが定める内容 

(ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｓｏｆｔｂａｎｋ．ｊｐ／ｂｉｚ／ｍｏｂｉｌｅ／ｌｉｎｅｕｐ／ｓｍａｒｔ／ｄｉｇ

ｎｏ－ｂｘ２/ｓｐｅｃｓ/)に記載のとおりとします。 

 

イ．乙は、乙の認める範囲に限り、甲からの申告に応じてスマートデバイスの修理を実施します。なお、甲は、当該スマートデバイスを故意に破損した

場合、別途修理代金を乙に支払うものとします。  

  ウ．乙は、甲からの申告に応じてスマートデバイスの電池パックを交換するものとします。なお、甲は、当該交換が本ネットワークサービス開始または

前回の交換から１２か月が経過しないときは、別途交換費用を乙に支払うものとします。  

 

（３）オプションサービス 

前号ｂ．のＳＩＭ利用タイプをご契約の場合は、本号オプションサービスａ.ｂ.ｄ.ｅのご契約が必須です。 

前号c．の５０ＧＢ音声プラン（ＤＩＧＮＯ ＢＸ２をご契約の場合は、本号オプションサービスａ．ｂ．ｃ．ｄ．ｅのご契約が必須です。 

ａ．ショートメッセージサービス（ＳＭＳ） 

 甲は、国内においてショートメッセージサービスを利用できるものとします。（受信は無料となります。）  

ｂ．海外ショートメッセージサービス（ＳＭＳ）  

 乙は、甲に対し、海外においてショートメッセージサービスを提供するものとします。（受信は無料となります。）  

ｃ．海外音声通話サービス 

乙は、甲が海外において通話（発信・着信ともに料金が発生）した場合、各国の海外通話料に基づく利用料金を、甲より収受するものとします。  

ｄ．海外データ通信サービス 

乙は、甲が海外においてデータ通信をした場合、利用料金を、甲より収受するものとします。 

ｅ．特別サービス利用サービス 

 乙は、甲が、別途、特別ダイヤルの音声通話ならびにソフトバンクが別途定める特定の支払サービスを利用した場合、利用料金を甲より収受するものとし

ます。 

ｆ．ＡＣアダプタ提供サービス 

 乙は、甲からの申告にもとづき、乙指定のＡＣアダプタを提供します。 

ｇ．ＳＩＭ再発行サービス 

乙は、甲が乙から貸与されたＳＩＭカードを損壊もしくは紛失した場合、またはＰＩＮロックした場合には、甲の申し入れにより代替のＳＩＭカードを  

再発行します。 

ｈ．設定変更サービス 

 乙は、甲が本ネットワークサービスの利用にあたり、ＤＮＳやプールアドレスの設定変更などをする場合に、甲が当該変更後も本ネットワークサービ

スを継続して利用できるようにするために所定の作業を実施します。 

ｉ．利用プラン変更サービス 

 乙は、甲が同一プラン内の容量プランを変更して利用するための、プラン変更を実施します。  

j.代替機提供サービス（スマートデバイス） 

乙は、乙が貸与したスマートデバイスに紛失・盗難（以下「紛失等」という）が生じた旨の通知を甲から受けた場合、甲に代替機を提供するものとし

ます。本サービスの利用料金は、甲が本ネットワークサービス開始または前回の紛失等から半年を経過して代替機の提供を受ける場合、無償とし、半年

以内に代替機の提供を受ける場合、１台あたり５０，０００円とします。ただし、半年以内に初期不良により代替機が提供される場合はこの限りではな

いものとします。 

 

５．提供区域 

本ネットワークサービスにおけるアクセス回線の提供区域は、ソフトバンクの「ＳｏｆｔＢａｎｋ  ４Ｇ ＬＴＥ」または「ＳｏｆｔＢａｎｋ ５Ｇ」の

提供区域に準ずるものとします。 

 

６．接続サービス提供時間帯 

本ネットワークサービスにおけるサービスの提供時間帯は、２４時間３６５日とします。ただし、ネットワークサービス規約に基づき、乙は、接続サービ

スの提供を中断することができるものとします。  

 

７．接続サービスサポート受付時間帯 

 本ネットワークサービスにおける接続サービスのサポート受付時間帯は、２４時間３６５日とします。  

 

８．接続サービスサポート対応時間帯 

本ネットワークサービスにおける接続サービスのサポート対応時間帯は、月曜日から金曜日まで（祝日および乙の指定する休業日を除く）の９時から１７

時３０分までとしますが、利用停止に関する対応サポートは２４時間３６５日とします。ただし、アクセス回線のサポート対応時間帯は、ソフトバンクのサ

ポート対応時間帯に準ずるものとします。 

 

 

９．料金月 

本ネットワークサービスにおける料金月は、毎月末日締めとし、当月１日から当月末日とします。  

 

１０．本ネットワークサービスの適正利用 

乙は、甲が本ネットワークサービスの利用にあたり、ソフトバンクのサーバ、電気通信設備等に過大な負荷を生じさせる行為（当該行為を行うための準備



を含む）を行った場合、本ネットワークサービスの提供を停止し、または本ネットワークサービスを解約することができるものとします。  

 

１１．留意事項 

 甲は、本ネットワークサービスを利用するにあたり、以下の事項についてあらかじめ了承するものとします。  

（１）乙は、甲からの申請に基づき本ネットワークサービスの全部または一部を中止しますが、甲からの申請後、即座に中止または再開ができない場合
があります。なお、乙は本ネットワークサービスを即座に中止または再開できなかったことにより甲に生じた損害について責任を負わないものとしま

す。 

（２）スマートデバイスの利用管理にあたり、以下の事項について遵守することとします。  

ａ．取扱説明書（乙の個別の指定がある場合、これを含む）を遵守すること  

ｂ．善良なる管理者の注意義務をもって管理・使用すること  

ｃ．改造を行わないこと 

ｄ．あらかじめ同梱されていたＳＩＭカード以外を挿入し、利用しないこと  

ｅ．貼付されているシール等の表示を除去・汚損しないこと  

ｆ．紛失等または破損が生じた場合に、直ちに乙にその旨を通知すること  

（３）ＳＩＭカードの利用管理にあたり、以下の事項について遵守するものとします。  

ａ．善良な管理者の注意をもって管理・使用すること 

ｂ．本サービスで提供されるスマートデバイス以外に挿入し、利用しないこと  
ｃ．紛失等または破損が生じた場合に、直ちに乙にその旨を通知すること  

（４）甲は、接続サービスのサービス終了後４週間以内に、乙より貸与されたスマートデバイスおよびＳＩＭカードを返却するものとします。また、返却にあたっては、
別途乙が定めるスマートデバイスのデータ初期化をしたうえで返却するものとします。なお、乙は、スマートデバイスが初期化されなかったことにより、当該スマー
トデバイス内に情報が残っていた場合、それらの情報の漏えい等についての一切の責任は負わないものとします。 

（５）乙は、甲が当該スマートデバイスを期間内に返却しない場合、損害金(１台につき５０，０００円)を請求できるものとします。また、甲が当該期間内に返却した
当該スマートデバイスが初期化されていなかった場合も同一とします。 

（６）スマートデバイスの返却に際して付属品が付帯していた場合、その所有権は乙に属するものとします。  

（７）返却したスマートデバイスが故障していた場合、当該スマートデバイスの修理費用を請求する可能性があり、甲は乙の請求に従い修理費用を支払
うものとします。 

（８）甲によるスマートデバイスの使用または管理に起因するいかなる損害についても、乙は責任を負わず、甲の責任と費用負担で解決するものとしま

す。 

（９）電池パック内蔵のスマートデバイスにおいて、電池パック交換の申告を受けた場合であっても、原因やその故障の状況によっては、故障扱いとな

ることとします。 

（１０）乙は、代替機の提供において、従前のスマートデバイスと異なる機種を提供する場合があります。  

（１１）乙は、事前の予告なしに、本サービスにおける定額プランサービスの追加提供を終了することがあります。  

 

１２．サービス実施期間 

利用規約の定めにかかわらず、定額プランサービスの基本実施期間は回線ごとに定めるものとし、乙が甲に対して別途回線ごとに通知するサービス開始日

から２年間とします。ただし、基本実施期間満了の５０営業日前までに甲からの書面による別段の意思表示が無い場合は、引き続き同一条件をもって、基本

実施期間は、さらに２年間自動的に継続延長されるものとし、以後もまた同様とします。 

 

１３．中途解約金 

（１）利用規約の定めにかかわらず、甲がゲートウェイ利用サービスを、乙が甲に対して別途通知するサービス開始日が属する月の翌月末までに解約する場

合、または甲がゲートウェイ帯域をサービス開始日から1か月未満で減速させた場合は中途解約料金が発生します。中途解約料金は、ご契約プランにより

異なります。甲は、解約日の５０営業日前までに解約する旨を乙に通知し、中途解約日までに、乙に中途解約料金を支払うものとします。なお、中途解約

料金は、ソフトバンクの都合で変更となる場合があり、ソフトバンクの都合で中途解約料金が変更となった場合には、甲は、変更後の中途解約料金を乙に

支払うものとします。 

ａ．サービス実施開始日より２年間を経過するまでの間に解約する場合、中途解約料金は、基本実施期間の残月数に、当該中途解約により終了するゲートウ

ェイ利用サービスの月額利用料金を乗じて得られる額とします。 

ｂ．サービス実施開始日より２年間を経過した日以降に解約する場合、中途解約料金は、発生しません。 
 

品  目 
 

金 額 

 

１０Ｍｂｐｓ利用プラン 
 

 

１０，０００円 
 

３０Ｍｂｐｓ利用プラン 
 

 

３０，０００円  

 

５０Ｍｂｐｓ利用プラン 
 

 

５０，０００円  

 

１００Ｍｂｐｓ利用プラン 
 

 

１００，０００円  

 

２００Ｍｂｐｓ利用プラン 
 

 

２００，０００円 
 

３００Ｍｂｐｓ利用プラン 
 

 

３００，０００円 

 

（２）利用規約の定めにかかわらず、甲が定額プランサービス（ＬＴＥ）および定額プランサービス（５Ｇ）における回線の全部または一部解約する場合、

更新月（基本実施期間満了の翌月）に解約する場合を除き、中途解約料金が発生します。中途解約料金は、解約する時期により異なります。甲は、解約日の

５０営業日前までに、解約する旨を乙に通知し、中途解約日までに、乙に中途解約料金を支払うものとします。なお、中途解約料金は、ソフトバンクの都合

で変更となる場合があり、ソフトバンクの都合で中途解約料金が変更となった場合には、甲は、変更後の中途解約料金を乙に支払うものとします。 

ａ．サービス実施開始日より２年間を経過するまでの間に解約する場合、中途解約料金は、基本実施期間の残月数に、当該中途解約により終了する回線に対

応する定額プランサービスの月額利用料金を乗じて得られる額に１回線あたり１０，０００円（消費税等相当額別）を加えた額とします。  

ｂ．サービス実施開始日より２年間を経過した日以降に解約する場合、中途解約料金は、１回線あたり１０，０００円（消費税等相当額別）とします。 

 

１４．免責事項 

 本サービスの提供の義務は接続サービス提供開始時に乙が別途定める機器および当該機器に対応するＯＳ（以下あわせて「対応機器等」という）に対

してのみに限られるものとし、乙は甲が対応機器等を変更したことに起因して本サービスの提供ができない場合についてはいかなる法律上の責任も負わ

ないものとします。 

 

 

１５．品目一覧 

 本ネットワークサービスにおける品目は、以下のとおりとします。 

 

品目 型名 備考 支払種別 単位 

モバイル接続サービス Ｓタイプ  

端末レンタル 初期費（スマートデバイス） 
ＮＳ２Ｅ３０２Ｓ  従量料金制（従量払） 回線 



モバイル接続サービス Ｓタイプ  

ＳＩＭ利用型初期費 
ＮＳ２Ｅ３０３Ｓ  従量料金制（従量払） 回線 

モバイル接続サービス Ｓタイプ ＬＴＥ 

５ＧＢ（ＳＩＭ） 利用料 
ＮＳ２Ｅ３０３Ｇ 

ＳＩＭカード貸与。 

通信料上限：５ＧＢ 
従量料金制（従量払） 回線 

モバイル接続サービス Ｓタイプ ＬＴＥ 

２０ＧＢ（ＳＩＭ） 利用料 
ＮＳ２Ｅ３０４Ｇ 

ＳＩＭカード貸与。 

通信料上限：２０ＧＢ 
従量料金制（従量払） 回線 

モバイル接続サービス Ｓタイプ ＬＴＥ 

５０ＧＢ（ＳＩＭ） 利用料 
ＮＳ２Ｅ３０５Ｇ 

ＳＩＭカード貸与。 

通信料上限：５０ＧＢ 
従量料金制（従量払） 回線 

モバイル接続サービス Ｓタイプ ５Ｇ  

５０ＧＢ音声付(ＤＩＧＮＯ ＢＸ２) 利用料 
ＮＳ２Ｅ３１７Ｇ 

スマートフォン（ＤＩＧＮＯ ＢＸ２）貸与 

通信料上限：５０ＧＢ 

ＳＭＳ送受信、音声通話が可能。 

従量料金制（従量払） 回線 

モバイル接続サービス Ｓタイプ 

ゲートウェイ 初期費 
ＮＳ２Ｅ３０１Ｓ  従量料金制（一括払） 式 

モバイル接続サービス Ｓタイプ 

ゲートウェイ １０Ｍｂｐｓ利用料 
ＮＳ２Ｅ３０６Ｇ  従量料金制（月額払） 式 

モバイル接続サービス Ｓタイプ 

ゲートウェイ ３０Ｍｂｐｓ利用料 
ＮＳ２Ｅ３０７Ｇ  従量料金制（月額払） 式 

モバイル接続サービス Ｓタイプ 

ゲートウェイ ５０Ｍｂｐｓ利用料 
ＮＳ２Ｅ３０８Ｇ  従量料金制（月額払） 式 

モバイル接続サービス Ｓタイプ 

ゲートウェイ １００Ｍｂｐｓ利用料 
ＮＳ２Ｅ３０９Ｇ  従量料金制（月額払） 式 

モバイル接続サービス Ｓタイプ 

ゲートウェイ ２００Ｍｂｐｓ利用料 
ＮＳ２Ｅ３１０Ｇ  従量料金制（月額払） 式 

モバイル接続サービス Ｓタイプ 

ゲートウェイ ３００Ｍｂｐｓ利用料 
ＮＳ２Ｅ３１１Ｇ  従量料金制（月額払） 式 

モバイル接続サービス Ｓタイプ 

ＳＭＳ送信料（国内） 
ＮＳ２Ｅ３１２Ｇ （参考）３円／７０文字 従量料金制（従量払） 式 

モバイル接続サービス Ｓタイプ 

ＳＭＳ送信料（海外） 
ＮＳ２Ｅ３１３Ｇ （参考）１００円／７０文字 従量料金制（従量払） 式 

モバイル接続サービス Ｓタイプ 

海外通話料 
ＮＳ２Ｅ３１５Ｇ 海外での通話料 従量料金制（従量払） 式 

モバイル接続サービス Ｓタイプ 

海外データ通信料 
ＮＳ２Ｅ３１４Ｇ  従量料金制（従量払） 式 

モバイル接続サービス Ｓタイプ 

特別サービス利用料 
ＮＳ２Ｅ３１６Ｇ  従量料金制（従量払） 式 

モバイル接続サービス Ｓタイプ 

ＡＣアダプタ 提供費 
ＮＳ２Ｅ３０７Ｓ  従量料金制（従量払） 式 

モバイル接続サービス Ｓタイプ 

ＳＩＭ再発行費 
ＮＳ２Ｅ３０４Ｓ ＳＩＭカードの再発行 従量料金制（従量払） 式 

モバイル接続サービス Ｓタイプ 

設定変更費 
ＮＳ２Ｅ３０６Ｓ  従量料金制（一括払） 式 

モバイル接続サービス Ｓタイプ 

プラン変更費 
ＮＳ２Ｅ３０５Ｓ  従量料金制（従量払） 式 

モバイル接続サービス Ｓタイプ 

代替機提供費 
ＮＳ２Ｅ３０８Ｓ  従量料金制（従量払） 式 

 

［変更内容］ 

（２０２３年３月３１日）本別表を適用します。 

 

［凡例］ 

本別表では、以下の略称を用いています。 

 

略 称 名 称 

ＬＴＥ Ｌｏｎｇ Ｔｅｒｍ Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ 

ＳＭＳ Ｓｈｏｒｔ Ｍｅｓｓａｇｅ Ｓｅｒｖｉｃｅ 

ＳＩＭ 
Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ Ｉｄｅｎｔｉｔｙ 

Ｍｏｄｕｌｅ 

ＰＩＮ 
Ｐｅｒｓｏｎａｌ 

Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ Ｎｕｍｂｅｒ 

ＧＢ Ｇｉｇａ Ｂｙｔｅ 

Ｍｂｐｓ Ｍｅｇａ ｂｉｔｓ ｐｅｒ ｓｅｃｏｎｄ 

Ｋｂｐｓ Ｋｉｌｏ ｂｉｔｓ ｐｅｒ ｓｅｃｏｎｄ 

 

 

以 上 

 

 

  別表Ｎｏ．Ｎ０２３Ｄ 


